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 総務省と経済産業省は、令和８年６月１日現在で、「令和８年経済サンセス-活動調査」を実施し

ます。調査の結果は、国や地方公共団体における行政施策の立案や、民間企業における経営計画の

策定など、社会経済の発展を支える基礎資料として広く活用されています。 

 皆さまの調査へのご理解とご協力をよろしくお願いします。 
 

【対  象】全国すべての事業所および企業 

      ※統計法に基づく機関統計調査であるため、報告義務があります。 
 

【回答方法】①次のいずれかに該当する事業所には、４月に調査書類が郵送されますので、 

インターネットで回答をお願いします。 

●支所を有さない比較的小規模な事業所 

       ●個人経営の事業所 

      ②次のいずれかに該当する事業所には、都道府県知事が任命した調査員が５月に調査 

票を配布します。記入した調査票を調査員に提出するか、インターネットで回答を 

お願いします。 

      ●インターネット未回答の事業所 

       ●調査員が新たに把握した事業所 
 

【回答期間】６月８日（月）まで 

      ※可能な限りインターネットで回答してください。 
 

【そ の 他】調査に関する情報はキャンペーンサイトをご覧ください。 

※令和８年経済サンセス-活動調査キャンペーンサイト 

（https://www.e-census2026.go.jp/） 
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令和８年経済サンセス-活動調査を実施します 
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キャンペーンサイト 
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令和８年度任用の会計年度任用職員（一般事務員）を次のとおり募集します。 

会計年度任用職員とは、１会計年度内（４月１日～翌年３月３１日）で任用される一般職の非

常勤職員です。地方公務員法が適用され、条件付採用、人事評価、懲戒処分およびその他の服務

規程（信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行

為等の禁止など）が適用となります。 
 

【募集職種】 

職種・募集人員 
一般事務員（フルタイム

またはパートタイム） 
若干名 

勤務場所 役場上湧別庁舎または湧別庁舎など 

任用期間 任用の日～令和９年３月３１日 

主な職務内容 
パソコンによる書類作成などの一般

事務、窓口対応 

勤務時間 
午前８時３０分～午後５時１５分 

（７時間４５分） 

勤務日数 週５日（週３８時間４５分） 

必要な資格など 
なし（パソコンで、Excel、Word

など基本的な操作ができる方） 
給料額 月額１９５,８００円 

 

※上記は、フルタイム勤務の場合の勤務形態となっています。パートタイムでの勤務をご希望の 

方は、履歴書の「本人の希望記入欄」にご希望の勤務時間を記入のうえ、応募してください。 
 

【応募資格】地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない方。 
 

【給料・報酬】会計年度任用職員の給与条例に基づき支給し、通勤距離に応じて通勤手当が支給さ

れる場合があります。また、期末・勤勉手当を支給します。（勤務形態により異なり

ます） 
 

【健康保険など】健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入します。（勤務形態により異なります） 
 

【休暇など】年次有給休暇、特別休暇などがあります。（勤務形態により異なります） 
 

【応募方法】３月３１日（火）までに○上総務課および○湧福祉課、町ホームページに備えている

町指定の履歴書を○上総務課へ持参または郵送、メール（somu@town.yubetsu.lg.jp）

より提出してください。 

      ※応募があり次第、随時任用試験を実施しますので、早期に応募を締め切る場合が 

あります。 

      ※メールによる提出の場合は、メール題名に【湧別町会計年度任用職員申込】と明 

記してください。 
 

【選考方法】書類選考または面接試験を行い、任用予定者を決定します。面接試験を行う場合は

応募者に日程などを後日通知します。 

 

 

 
 

 

 湧別町公式インスタグラム yubetsu_town 

「フォロー」と「いいね！」をお願いします 

会計年度任用職員を募集します 
○上総務課 総務Ｇ ２－２１１２ 

 

令和８年３月１０日発行 No.395 

町ホームページ 

mailto:somu@town.yubetsu.lg.jp
https://www.town.yubetsu.lg.jp/administration/town/news.html?news=231
https://www.instagram.com/yubetsu_town/
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トイレの水洗化や生活雑排水を処理して川・湖などの自然を守り、快適な生活環境を整えるた

め、合併処理浄化槽を整備しています。 

 令和８年度に合併浄化槽を設置して水洗化を行いたい方（住宅の新築など）は次のとおりお申

し込みください。ただし、１２月～３月（冬季間）は設置工事を行いませんので、住宅の新築な

どを計画している方は、事前にご相談ください。 
 

【対象地区】登栄床を除く、下水道が整備されていない区域（登栄床は集落排水が整備済み） 
 

【町が行うこと】●浄化槽本体、放流管の設置 ●維持管理 ●汚泥のくみ取り 
 

【自己負担】●トイレなどの改造費   ●住宅から浄化槽までの排水設備工事 

●受益者分担金（８万円） ●月々の浄化槽使用料  

●ブロワー（送風機）の電気料など 
 

【申込要件】国税、地方税および地方公共団体へ納付すべき使用料などを滞納していないこと。 
 

【申込方法】３月３１日（火）までに、○上水道課へお申し込みください。 
 

【支援制度】自己資金でくみ取りトイレから水洗トイレに改造する方へ、補助金の交付または資

金貸付け（無利子）を行っています(新築を除く)。詳しくは、○上水道課へご相談

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

「ゆうふぃっと。」湧別フィットネスであなたに Fitした運動を体験してみませんか？月に１

度体組成計で体の状態をチェックし、ストレッチなどのさまざまなエクササイズで健康づくりを

サポートします。 
 

 

【申込方法】３月２５日（水）までに申し込みフォームか社会教育課まで電話でお申し込みくだ

さい。（年度途中の参加も可） 

※スポーツ安全保険などの保険は各自でご加入ください。 
 

【初回教室】４月７日（火）午前１０時から湧別総合体育館で行います。 

      申し込み終了後、改めてご案内の文書を送付します。 

 

 

 

対象 会場 参加料 持ち物 主な内容 

一般成人 湧別総合体育館 無料 
運動できる服装、運動靴、

タオル、飲み物 

①年２回体力測定      

②月１回体組成計で体のチェック 

③各種運動・トレーニング 

令和８年３月１０日発行 No.395 

合併処理浄化槽設置申し込みを受け付けます 
○上水道課 上下水道Ｇ ２－５８６７ 

運動・トレーニング教室「ゆうふぃっと。」の参加者を募集します 
教育委員会 社会教育課 社会教育G ５－３１３２ 

申し込みフォーム 

https://logoform.jp/form/yTo3/1460544
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本町の友好都市である、カナダ・ホワイトコート町との相互交流を行います。カナダでホーム

ステイしながら、現地の生活を体験し、友好を深めてみませんか。 
 

【派 遣 先】カナダ・アルバータ州ホワイトコート町ほか 
 

【派遣期間】９月２４日（木）～１０月５日（月）（１１泊１２日）を予定 

※一般町民派遣の方は、期間短縮も可能です。 
 

【費用助成】渡航費用などが５０万円～６０万円程度かかりますが、そのうち１/２以内を町が助成します。 

      ※湧別高校生は、湧別高校存続対策事業により全額を町が助成します。 

      ※パスポート申請手数料は自己負担となります。 
 

◆中高生派遣 

各学校で配布されるチラシをご覧のうえ、学校を通じて申し込みをしてください。 
 

◆一般町民派遣 

【対 象 者】下記①～⑤すべてに該当する方。 

①町内に在住する町民で、令和８年４月１日現在の年齢が１８歳以上であること。 

②心身が健康で協調性に富み、規律ある行動ができること。 

③事業の成果を地域活動で発揮することが期待できること。 

④申込者の世帯に国税、地方税および地方公共団体へ納付すべき使用料などの滞納がないこと。 

⑤過去に海外の友好都市に派遣されたことがないこと。 

※交換留学事業および中高生派遣による派遣者は除く。 
 

【定  員】２人以内で、選考を行います。 
 

【申込方法】４月１７日（金）までに、①申込書、②同意書、③履歴書（教育総務課 

および町ホームページに備えています）を教育総務課に提出してください。 
 

◆注意事項 

 ●渡航準備の都合上、令和８年度予算成立前に募集開始しています。予算成立後、内容を変更

する場合があります。 

●令和８年度の相互交流事業は、カナダ派遣のみです。ニュージーランド派遣は、令和９年秋

を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相互交流事業（カナダ派遣）に参加しませんか 
教育委員会 教育総務課 教育管理G ５－３１４３ 

令和８年３月１０日発行 No.395 

町ホームページ 

カメラや読み取り 

アプリを起動する 

かわらばんでは、町ホーム

ページなどで詳細を確認で

きるよう、二次元バーコー

ドを掲載しています。 

 

二次元バーコードの 

読み取り方 
カメラを二次元 

バーコードに向ける 

表示された 

アドレスを押す 

https://www.town.yubetsu.lg.jp/administration/education/news.html?news=1771
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チューリップフェア期間中の観光協会臨時職員を募集します 
○上商工観光課 商工観光G ２－５８６６ 

 

 

 

本町の友好都市である、カナダ・ホワイトコート町やニュージーランド・セルウィン町との交

換留学生の派遣・受け入れを行います。国際交流を通して、両町の友好関係を深め、国際理解を

深めます。 
 

【中高生派遣希望者】各学校で配布されるチラシをご覧のうえ、学校を通じて申し込みをしてください。 
 

【派遣受け入れ】派遣する生徒の家庭には留学生の受け入れをお願いします。受入期間はご相談

に応じます。受入家庭には、ホームステイ中の食費および通信費として、月額

２万円を支給します。 

また、留学はせず、受け入れのみしていただける家庭も募集しており、その場

合は月額４万円を支給します。皆さまのご協力をお願いします。 
 

【そ の 他】渡航準備の都合上、令和８年度予算成立前に募集開始しています。 

予算成立後、内容を変更する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

湧別町観光協会では、「２０２６ゆうべつチューリップフェア」期間中の臨時職員を次のとお

り募集します。 
 

【職  種】総合案内、入園チケット販売、周遊バス運行補助など 
 

【募集人員】１２人程度 
 

【雇用期間】５月１日（金）～５月３１日（日） 
 

【勤  務】週６日勤務（ローテーションにより週１日休み） 

午前７時４５分～午後６時１５分のうち８時間 

      ※担当業務により異なります。また、勤務条件など詳細は面接の際に説明します。 
 

【賃  金】時給１,３００円 

※通勤距離が２ｋｍ以上の場合、距離に応じて手当を支給します。 
 

【応募方法】履歴書を４月３日（金）までに湧別町観光協会（文化センターＴＯＭ内）へ提出し

てください。履歴書は観光協会事務所および観光協会ホームページに備えてありま

す。 
 

【面接試験】採用の可否は、面接により決定する予定です。面接日は応募者に後日通知します。 
 

【問い合わせ先】湧別町観光協会 ℡８－７６１１ 

 

 

 

 

交換留学事業（カナダ派遣・ニュージーランド派遣）に参加しませんか 
教育委員会 教育総務課 教育管理G ５－３１４３ 

令和８年３月１０日発行 No.395 

観光協会ホームページ 

https://yubetsu-kanko.jp/
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 日本赤十字社では、人道危機で被災した方々を支援するため、救援金の受付期間を延長しまし

た。被災者支援活動に役立てるため、引き続き皆さまの温かいご支援をよろしくお願いします。 
 

【名  称】①中東人道危機救援金 

②ウクライナ人道危機救援金 

③バングラデシュ南部避難民救援金 
 

【受付期間】令和９年３月３１日（水）まで ※役場へ持参：令和９年３月２４日（水）まで 
 

【受付方法】 

（１）郵便振替 ※郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除となります。 

口座名義 口座記号番号 通信欄 

① 

日本赤十字社 ００１１０－２－５６０６ 

「中東人道危機」と記入 

② 「ウクライナ人道危機」と記入 

③ 「バングラデシュ南部避難民」と記入 

※受領証を希望される場合は、通信欄に「受領証希望」と救援金名称を明記のうえ、氏名、

住所、電話番号を記載してください。 
 

（２）銀行口座 ※ご利用の金融機関によっては、振込手数料がかかる場合があります。 

口座名義 

① 

中東人道危機救援金 

口座名義：日本
ニホン

赤十字社
セキジュウジシャ

（次の３銀行共通） 
 

三井住友銀行   すずらん支店 （普）２７８７７４０   

三菱ＵＦＪ銀行  やまびこ支店 （普）２１０５７４５ 

 みずほ銀行    クヌギ支店  （普）０６２３３２３ 

② 

ウクライナ人道危機救援金 

口座名義：日本
ニホン

赤十字社
セキジュウジシャ

（次の３銀行共通） 
 

三井住友銀行   すずらん支店 （普）２７８７７８１   

三菱ＵＦＪ銀行  やまびこ支店 （普）２１０５７８４ 

 みずほ銀行    クヌギ支店  （普）０６２３４７１ 

③ 

バングラデシュ南部避難民救援金 

口座名義：日本
ニホン

赤十字社
セキジュウジシャ

（次の３銀行共通） 
 

三井住友銀行   すずらん支店 （普）２７８７７６９   

三菱ＵＦＪ銀行  やまびこ支店 （普）２１０５７７４ 

 みずほ銀行    クヌギ支店  （普）０６２３４０４ 

  ※受領証が必要な場合は、次の内容をご連絡ください。 

●救援金名 ●住所 ●氏名（受領証の宛名）●電話番号 ●寄付日 ●寄付額  

●振込金融機関名・支店名 

     連絡先：日赤本社パートナーシップ推進部 ℡０３－４３６３－２０５６ 
 

（３）役場窓口への持参 

受付窓口：○湧福祉課（日本赤十字社湧別町分区事務局）、○上住民税務課、中湧別出張所 
 

【寄付金控除】個人寄付：所得税の寄付金控除を受けられます。※個人住民税に係る寄付金は対象外 

      法人寄付：通常の寄付金と特定公益増進法人への寄付金の損金算入限度額は、別枠で 

損金に算入できます。 

人道危機救援金の受付期間を延長しました 
○湧福祉課 福祉G ５－３７６１ 

令和８年３月１０日発行 No.395 
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町内の義務教育学校・高等学校および遠軽高等学校が春休みのため、次の便を運休します。 
 

路線名 便数 始発時間 運休日 

三里浜線 

（スクール便） 

第1便 竜宮台発 ：午前７時３５分 

３月２５日（水） 

～４月５日（日） 

第２便 
湧別発  ：午後２時４０分 

竜宮台発 ：午後３時１０分 

第３便 

湧別発  ：午後５時３０分（３月３１日まで） 

        ：午後６時００分（４月１日から） 

竜宮台発 ：午後６時００分（３月３１日まで） 

     ：午後６時３０分（４月１日から） 

計呂地・中湧別線 

（スクール便） 
第１便 

芭露発  ：午後３時３５分 

１９号線発：午後４時１２分 

川西・信部内線 

（スクール便） 
全 便 

東・福島線 

（スクール便） 
全 便 

西芭露線 

（スクール便） 
全 便 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度の町営バス無料乗車券を交付しますので、利用される方は申請手続きを行ってくだ

さい。ただし、認定こども園・保育所・義務教育学校へ通学するために利用されている方は、各

学校などで取りまとめますので、申請する必要はありません。なお、重度心身障がい者の方、満

６５歳以上の方は無料で乗車できますので、乗務員に証明書（バス乗車証明書・介護保険被保険

者証）を提示してください。 
 

【対 象 者】●高校に通学するために利用されている方 

●塾などの習い事のために利用されている方 

●少年団活動のために利用されている方 
 

【申請場所】○上住民税務課、○湧福祉課、中湧別出張所（文化センターＴＯＭ内）、 

      芭露出張所（ＪＡゆうべつ町芭露支所内） 
 

【必要なもの】学生手帳（高校生のみ） 

 

 

町営バス（スクール便）を運休します 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３  教育委員会 教育総務課 学校教育Ｇ ５－３１４３ 

町営バス無料乗車券の交付申請について 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

令和８年３月１０日発行 No.395 
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２月２４日現在の町内高齢者福祉入所施設の空き状況は次のとおりです（現在とは異なる場合

があります）。待機者がいても、空床・室数に空きがある施設に入所できる場合がありますので、

詳しくは各施設にお問い合わせください。 
 

分類 事業所名 住所 電話番号 定員・室数 
空床 
・ 
空室 

待機者 

 

うちすぐに  
入居希望 

特別養護 
老人ホーム 

※１ 

湧別オホーツク園 

東 5-3660 

40人 0 45 26 

湧別オホーツク園 
リラの杜 ※３ 

20人 0 ２ １ 

湖水の杜 ※３ 芭露 4-5525 20人 0 ２ １ 

湧愛園 
上湧別 

屯田市街地 
2-3151 

40人 0 27 11 

湧愛園ちゅーりっぷの里  ※３ 20人 ３ 7 0 

グループホーム 
※２ 

上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 18人 0 4 ２ 

有料老人 
ホーム 

向日葵 中湧別東町 8-7725 30人 3 ０ ０ 

リビングケア･オリーブ 中湧別中町 4-1760 

１人用・13室 ０ 6 0 

夫婦用・２室 0 ０ 0 

高齢者 
賃貸住宅 

在宅支援型住宅 
湖水の杜 

芭露 4-5525 ５人 ０ 11 4 

ケアハウス来夢 ※４ 
上湧別 

屯田市街地 
4-1100 

１人用・24室 ０ 34 26 

夫婦用・３室 0 ２ ０ 

※１ 入所するには原則要介護３～５の認定が必要な施設です。 

※２ 入所するには要介護認定が必要な施設です。 

※３ 地域密着型施設のため、湧別町民の方のみが入所できる施設です。 

※４ 日常生活で自立している方が入所できる施設です。（要介護者は入所できない場合があります。） 

 

 

 

 

 

 

町内の高齢者福祉入所施設の空き状況 
○湧福祉課 高齢介護Ｇ ５－３７６１ 

令和８年３月１０日発行 No.395 

「湧別歯科診療所の紹介」の記載内容訂正 
 

かわらばん２月２５日号の折込みチラシ「湧別町歯科診療所の紹介」の記載内容に 

次のとおり誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。 
 

谷原滉介管理歯科医師の経歴 

誤）北海道医療大学医学部卒業 → 正）北海道医療大学歯学部卒業 


